
有床診療所の病床設置等について 

 

○  既存病床数が基準病床数を超える医療圏では病床の設置又は増床は原則とし

て認められないが、医療法施行規則に定める診療所の病床については、届出に

よる病床の設置又は増床が可能となっている。 

 

○  平成３０年３月３１日までは、対象となる診療所について、病床設置等の届

出後に医療審議会に報告していたが、医療法施行規則の改正により、平成３０

年４月１日以降は、当該診療所に該当するかどうか、医療審議会の意見を聴い

て知事が判断することとなった。 

 

（医療法施行規則第１条の１４第７項に定める診療所） 

 ～平成３０年３月３１日 

（施行規則改正前） 

平成３０年４月１日～ 

（施行規則改正後） 

対象となる診療所 ・在宅医療 

・へき地の医療 

・小児医療 

・周産期医療 等 

 

※医療計画に記載され、

又は記載されることが見

込まれる診療所 

・地域包括ケアシステム 

・へき地の医療 

・小児医療 

・周産期医療 

・救急医療 等 

 

病床の種別 一般病床 療養病床又は一般病床 

医療審議会との関係 報告 意見聴取 

 

 

○  別紙のとおり、２件の診療所から病床を設置したいとの届出があり、改正後

の医療法施行規則にもとづき、周産期医療が提供されるために必要な診療所に

該当するかどうか、医療審議会の意見を聴いて知事が判断するものとなってい

るため、本医療審議会に諮るものである。 

 

○  なお、平成３０年３月２７日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知に

おいて、「都道府県医療審議会の意見を聴く前に、予め、地域医療構想調整会議

の協議を経ること」とされているため、平成３１年１月１８日開催の地域医療

構想調整会議中北構想区域に諮ったところ、特段の意見はなく了承された。 

資料１ 



（別紙）

診 療 所 名

開 設 者

所 在 地 医 療 圏

診 療 科

病 床 数

診 療 体 制

開 設 理 由

病床設置予定日

診 療 所 名

開 設 者

所 在 地 医 療 圏

診 療 科

病 床 数

診 療 体 制

開 設 理 由

病床設置予定日

海部　真美子

周産期医療(産科)を提供することを目的として
病床設置の届出があった診療所の概要

竜王レディースクリニック

医療法人優心会（理事長：森澤孝行）

甲斐市篠原２１９９ 中北医療圏

産科、婦人科

１１床
　※ 地域の出生件数等を参考に、年間３６０件の分娩を想定。
　　 一日あたり８名となり、分娩の偏りによる病床不足を回避するため、
　　 １１床が必要。

医師２名、看護師５名、准看護師５名、助産師３名　他

・甲斐市には分娩取扱施設が無く、当該診療所においても分娩の取り扱
いが無い中で、妊婦の初診が、月に４０～５０件ある状況。

・平成３１年度からは、分娩を取り扱う体制も整う予定であり、甲斐市
内において、妊婦健診から産後ケアまでを安心して受診できる場所が必
要と考え分娩を再開する。

 ※ 当該診療所は、平成２３年２月まで有床診療所として分娩を取り扱って
　　いたが、現在は、無床診療所として診療を行っている。

平成３１年６月１日

韮崎おはな産婦人科

平成３１年３月２５日

＜県における審査状況＞
○　山梨県地域保健医療計画において、周産期医療機関の機能分担等に努めること
　としており、甲斐市及び韮崎市において分娩を取り扱う病院・診療所がないこと
　等の地域における医療需要を踏まえ、当該診療所は必要と認められるものである。

○　また、当該診療所については、医療法等に定める診療所の構造設備基準を満た
　している。

韮崎市富士見１丁目１１３６－７ 中北医療圏

産婦人科

６床
　※ 地域の出生件数等を参考に年間２４０件の分娩を想定。
　　 一日あたり４名となり、分娩の偏りによる病床不足を回避するため、
　　 ６床が必要。

医師１名、看護師２名、助産師４名　他

・現在、勤務している韮崎ウィメンズクリニックにおける診療実績にお
いて、分娩の取り扱いが無い中でも初診が月に１０～１５件、健診が月
に約４０件ある状況。

・峡北地域において、身近な場所で分娩・妊婦健診ができる診療所とし
て役割を果たすことが必要。


